
＊小中学生及び高校生世代の通院・入院が対象。

＊所得制限はありません。

小学1年生～高校生世代の子ども
（18歳に達する日以後の最初の3月31日まで）

＊高校に通っていない方も対象となります。

＊就学等で県外に引越しした場合も対象となることが
あります。

＊市外の保護者が医療費を負担している場合や他自治体
の福祉医療費助成を受けている場合は、対象外となる
ことがあります。

＊ご不明な点等ありましたら、お問い合わせください。

(1)県内の保険適用分の通院・入院
受給券を医療機関等に提示することで、自己負担なく
受診できます。(現物給付）

(2)県外の保険適用分の医療
医療機関等で支払いした後、市役所の窓口で還付の
手続きを受けてください。（償還払い）

＊医師の指示により作成した治療用装具も保険適用の
範囲内で対象となります。（償還払い）

対象の子ども

助成の方法

医療費を無償化しています。

近江八幡市は 4月から注目！
3つのポイント

入院も受給券が
使えるようになります。2

3月中旬に
受給券が
届きます。

小・中学生はオレンジ色
高校生世代はピンク色

高校生世代の
受給券の色が変わります。１

3 4月から受給券を
差替えてください。

＊お手持ちの受給券は、
4月以降に処分してください。

【お問い合わせ】
近江八幡市役所 保険年金課 TEL 0748-36-5501

近江八幡市 子ども医療費助成この事業は、「ふるさと納税寄附金」
を活用しています。

高校生世代まで

＊対象の子ども全員です。

＊中学卒業頃に、高校生世代から
使える受給券を送付します。



【お問い合わせ】
近江八幡市役所 保険年金課 TEL 0748-36-5501

医療機関等で支払った保険適用の医療費
＊高額療養費・付加給付等の健康保険組合等から
の支給額を除きます。

＊文書料、差額ベッド代、食事代や交通事故等の
第三者行為によるものなど、保険適用外のもの
は対象外です。

障がい・ひとり親家庭の医療費助成対象者
の受給券はピンク色です。

＊入院等で医療費が高額になる場合、事前に
ご加入の健康保険組合等で限度額適用認定証
の申請をしてください。

＊オンライン資格確認に対応した医療機関等では、
限度額適用認定証がなくても、マイナンバー
カードまたは通常の健康保険証で限度額が確認
できます。
詳しくは、医療機関等へお尋ねください。

対象の医療

＊住所や氏名、保険証に変更がある場合は、
届出が必要です。

＊他自治体への転出時は、必ず資格の喪失
または変更の手続きをしてください。

県外で治療を受けた場合等は、市役所で「償還払い」の手続きをしてください。
後日、対象となる保険適用の範囲内の金額をお返しします。

＊健康保険組合等により高額療養費や付加給付等の支給がある場合は、先にそれらの手続きをしてくだ
さい。

＊償還払いの手続きができる期間は、医療費を支払った翌日以降５年です。

【償還払いに必要なもの】
○子どもの健康保険証
○通帳等振込先のわかるもの
○領収書原本（受診者名、保険点数、支払金額、医療機関名が記載され、領収印があるもの）
○高額療養費、付加給付等の支給決定通知書（該当の方のみ）
○医師の指示書（治療用装具の場合のみ）
○本人確認書類（運転免許証やマイナンバーカード等）

他の制度について

注意事項 届出・申請が必要な場合

償還払いの手続き

障がい・ひとり親家庭の対象者の
受給券はピンク色です。

＊4月1日からお手持ちの券と差替えて
お使いください。

＊お手持ちの受給券は、4月以降に処分
してください。

この事業は、「ふるさと納税寄附金」
を活用しています。 近江八幡市 子ども医療費助成


